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○
○

○
○

◆◆各種審議会等の開催日程◆◆
 ※　保育あり（①は要事前申込②は申込不要）

問合先内　容ところと　き名　称

介護福祉課介護保険係
（☎０４２−３８７−９８２２）

平成２８年度介護保険
特別会計予算につい
て等

市役所第二庁舎
８階８０１会議室

７月５日（火）
１４：３０〜

第１回介護保険
運営協議会

企画政策課
男女共同参画室
（☎０４２−３８７−９８５３）

第４次男女共同参画
行動計画の推進状況
について、（仮称）
第５次男女共同参画
行動計画の策定につ
いて

市役所本庁舎３
階第一会議室

７月１２日（火）
１０：００〜

男女平等推進審
議会（※①）　

児童青少年課
児童青少年係
（☎０４２−３８７−９８４７）

平成２７年度児童館の
事業報告について　
ほか

本町児童館７月１２日（火）
１０：００〜

第１回児童館運
営 審 議 会（※
②）

土地開発公社事務局
（☎０４２−３８７−９８５１）

資産（土地）の処分
について

市役所本庁舎３
階第一会議室

７月１２日（火）
１４：００〜

第２回土地開発
公社評議員会

介護福祉課包括支援係
（☎０４２−３８７−９８４５）

在宅医療・介護連携
支援室の設置準備に
ついて　ほか

市役所第二庁舎
８階８０１会議室

７月１４日（木）
１９：００〜

第１回在宅医
療・介護連携推
進会議

介護福祉課包括支援係
（☎０４２−３８７−９８４５）

認知症ケアパス内容
原案検討　ほか

本町暫定庁舎１
階第１会議室

７月２１日（木）
１９：００〜

第２回認知症ケ
アパス検討委員
会

生涯学習課生涯学習係
（☎０４２−３８７−９８７９）

関東甲信越静社会教
育研究大会について

市役所西庁舎２
階第五会議室

７月２２日（金）
９：３０〜

社会教育委員の
会議

委
員
募
集

ご
利
用
く
だ
さ
い

７
月
の
休
日
窓
口

開
設
時
間　

午
前
９
時
～
午
後
１

時開
設
窓
口　

市
民
課
、
保
険
年
金

課
国
民
健
康
保
険
係
、
子
育
て
支

援
課
手
当
助
成
係
（
３
日
の

み
）
、
納
税
課
（
３
日
の
み
）

※　

取
り
扱
い
で
き
な
い
業
務

（
後
期
高
齢
者
医
療
事
務
・
市

税
証
明
書
交
付
事
務
ほ
か
）
が

あ
り
ま
す
の
で
、
事
前
に
各
担

当
課
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。

問
合
先　

企
画
政
策
課
企
画
政
策

係
（
☎　

儿　

儿
９
８
２
６
）
、

０４２

３８７

土
曜
・
日
曜
・
祝
日
は
市
役
所
代

表
（
☎　

儿　

儿
１
１
１
１
）

０４２

３８３

U
U

U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U

○は休日窓口開設日7月
土金木水火月日
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○

【
納
付
猶
予
制
度
の

　

対
象
年
齢
が
拡
大
】

　

経
済
的
な
理
由
等
で
保
険
料

の
納
付
が
困
難
な
方
を
対
象
と

し
た
納
付
猶
予
制
度
の
対
象
年

齢
が
、
７
月
か
ら　

歳
未
満
に

５０

拡
大
さ
れ
ま
す
。
（
平
成　

年
３７

６
月
ま
で
）

　

な
お
、
所
得
基
準
額
に
変
更

は
あ
り
ま
せ
ん
。

【
保
険
料
免
除
・
納
付
猶
予
申

　

請
の
受
付
は
７
月
か
ら
】

　

本
人
・
配
偶
者
・
世
帯
主

（
納
付
猶
予
は
対
象
外
）
の
前

年
所
得
が
一
定
基
準
額
以
下
の

場
合
、
申
請
に
よ
り
承
認
さ
れ

れ
ば
、
保
険
料
の
全
額
ま
た
は

一
部
免
除
、
納
付
猶
予
さ
れ
ま

す
。

　

な
お
、
一
部
免
除
の
場
合
、

残
り
の
保
険
料
を
納
付
し
な
い

と
免
除
が
無
効
と
な
り
、
将
来

の
年
金
額
に
反
映
さ
れ
ま
せ

ん
。
ま
た
、
納
付
が
猶
予
さ
れ

た
期
間
は
、
受
給
資
格
期
間
に

は
含
ま
れ
ま
す
が
、
追
納
し
な

け
れ
ば
将
来
の
年
金
額
に
反
映

さ
れ
ま
せ
ん
の
で
、
ご
注
意
く

だ
さ
い
。

対
象
期
間　

７
月
～
平
成　

年
２９

６
月
お
よ
び
申
請
月
の
２
年
１

か
月
前
の
分
ま
で

必
要
書
類
等　

▽
年
金
手
帳　

▽
印
鑑　

▽
失
業
な
ど
に
よ
る

特
例
免
除
申
請
の
場
合
は
、
離

職
票
・
雇
用
保
険
受
給
資
格
者

証
等

※　

平
成　

年
度
全
額
免
除
ま

２７

た
は
納
付
猶
予
制
度
が
承
認

さ
れ
、
翌
年
度
以
降
も
継
続

審
査
の
申
し
出
を
し
て
い
る

方
は
申
請
の
必
要
は
あ
り
ま

せ
ん
。

問
合
先　

市
保
険
年
金
課
国
民

年
金
係
（
☎　

儿　

儿
９
８
４

０４２

３８７

４
）
、
立
川
年
金
事
務
所
（
☎

　

儿　

儿
０
３
５
２
）

０４２

５２３

〈
清
掃
関
連
施
設
整
備
基
本

計
画
検
討
会
議
委
員
〉

　

市
で
は
、
中
間
処
理
場
お
よ
び

二
枚
橋
焼
却
場
跡
地
に
お
け
る
不

燃
ご
み
、
粗
大
ご
み
、
資
源
物
等

の
適
正
な
処
理
品
目
、
施
設
規
模

等
の
施
設
整
備
の
方
針
と
な
る
清

掃
関
連
施
設
整
備
基
本
計
画
の
策

定
に
当
た
り
広
く
意
見
を
聴
く
た

め
、
清
掃
関
連
施
設
整
備
基
本
計

画
検
討
会
議
を
設
置
し
ま
す
。

　

委
員
は
、
公
募
委
員
、
中
間
処

理
場
・
二
枚
橋
焼
却
場
跡
地
周
辺

の
関
係
団
体
の
代
表
者
、
学
識
経

験
者
、
市
お
よ
び
東
京
都
の
職
員

で
構
成
さ
れ
ま
す
。

　

こ
の
た
び
、
公
募
委
員
を
募
集

し
ま
す
。

募
集
人
員　

３
人
以
内
（
選
考
）

対　

象　

市
内
在
住
で
、
平
成　
２８

年
７
月
１
日
現
在　

歳
以
上
の
方

１８

委
嘱
期
間　

委
嘱
日
～
平
成　

年
３０

３
月　

日
３１

応
募
方
法　

７
月　

日
（
消
印
有

１５

効
）
ま
で
に
、
郵
送
、
フ
ァ
ク
ス

ま
た
は
直
接
、
小
論
文
（　

字
以

８００

内
・
課
題
＝
「
不
燃
ご
み
、
粗
大

ご
み
、
資
源
物
等
の
処
理
の
今
後

の
在
り
方
に
つ
い
て
」
）・
住

所
・
氏
名
・
年
齢
・
性
別
・
電
話

番
号
を
明
記
し
、
ご
み
対
策
課

へ
。

問
合
先　

ご
み
対
策
課
減
量
推
進

係
（
〒　

儿
８
５
０
４
住
所
不

１８４

要
・
市
役
所
第
二
庁
舎
４
階
☎　
０４２

儿　

儿
９
８
３
５ 
　

儿　

儿
６

３８７

０４２

３８３

５
７
７
）

〈
環
境
審
議
会
委
員
〉

　

市
で
は
、
環
境
基
本
計
画
の
実

現
を
め
ざ
し
、
環
境
保
全
等
に
関

す
る
重
要
な
事
項
を
調
査
・
審
議

す
る
た
め
に
、
環
境
審
議
会
を
設

置
し
て
い
ま
す
。

　

同
審
議
会
は
、
関
係
機
関
か
ら

推
薦
さ
れ
た
委
員
お
よ
び
公
募
に

よ
る
委
員
で
構
成
さ
れ
て
い
ま

す
。

　

こ
の
た
び
、
委
員
の
任
期
満
了

に
伴
い
、
公
募
委
員
を
募
集
し
ま

す
。

募
集
人
員　

４
人
（
選
考
）

対　

象　

市
内
在
住
・
在
勤
・
在

学
で
、
平
成　

年
７
月
１
日
現
在

２８

　

歳
以
上
の
方

１８

FAX

委
嘱
期
間　

９
月　

日
～
平
成　

１３

３０

年
３
月　

日
３１

応
募
方
法　

７
月　

日
（
消
印
有

３１

効
）
ま
で
に
、
郵
送
、
フ
ァ
ク
ス

ま
た
は
直
接
、
小
論
文
（　

字
以

８００

内
・
課
題
＝
「
環
境
保
全
の
た
め

に
市
民
が
果
た
す
べ
き
役

割
」
）・
住
所
・
氏
名
・
年
齢
・

性
別
・
電
話
番
号
を
明
記
し
、
環

境
政
策
課
へ
。

問
合
先　

環
境
政
策
課
環
境
係

（
〒　

儿
８
５
０
４
住
所
不
要
・

１８４

市
役
所
第
二
庁
舎
４
階
☎　

儿　
０４２

３８７

儿
９
８
１
７ 
　

儿　

儿
６
５
７

０４２

３８３

７
）

們
們
◇
共　

通
◇
們
們

報　

酬　

１
万
円
（
１
回
）

選
考
方
法　

市
役
所
内
で
設
け
た

選
考
委
員
会
で
、
審
査
・
選
考
を

行
い
ま
す
。

選
考
結
果　

応
募
者
全
員
に
選
考

結
果
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。
提
出

い
た
だ
い
た
論
文
は
、
選
考
後
返

却
し
ま
す
。

選
考
基
準　

必
要
な
方
は
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

そ
の
他　

▽
す
で
に
市
が
設
置
し

て
い
る
附
属
機
関
等
の
委
員
の
方

は
、
原
則
と
し
て
一
つ
ま
で
し
か

他
の
附
属
機
関
等
の
委
員
を
兼
ね

る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
（
臨
時

FAX

的
・
時
限
的
に
設
置
さ
れ
る
附
属

機
関
等
は
、
そ
の
他
に
一
つ
に
限

り
兼
ね
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
）

▽
市
の
関
係
者
を
除
く
。

※　

開
催
頻
度
な
ど
詳
し
く
は
お

問
い
合
わ
せ
い
た
だ
く
か
、
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ

い
。

 　

臨
時
職
員
に
登
録
さ
れ
た
方
の

中
か
ら
、
必
要
に
応
じ
、
仕
事
を

ご
案
内
し
ま
す
。

職
種
等　

下
表
の
と
お
り

登
録
方
法　

所
定
の
用
紙
に
必
要

事
項
を
明
記
し
、
職
員
課
（
市
役

所
本
庁
舎
１
階
）
に
て
、
登
録
し

て
く
だ
さ
い
。

※　

所
定
の
用
紙
は
市
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き

ま
す
。

提
出
書
類　

証
明
写
真
（
縦
４

㌢
㍍
×
横
３
㌢
㍍
、
３
か
月
以
内

に
撮
影
し
た
も
の
）
１
枚
、
資
格

等
が
必
要
な
職
種
に
つ
い
て
は
、

資
格
を
証
明
す
る
書
類
の
写
し

そ
の
他　

▽
い
ず
れ
の
職
種
も
国

籍
は
問
い
ま
せ
ん
。
▽
賃
金
の
ほ

か
、
通
勤
に
要
す
る
経
費
が
条
件

に
よ
り
支
給
さ
れ
ま
す
。
▽
勤
務

時
間
は
、
実
際
の
勤
務
場
所
や
業

臨
時
職
員
の
登
録
者
募
集

 
業
務
名　

①
保
育
士
補
助
業
務
②

保
育
園
土
曜
日
給
食
調
理
業
務

勤
務
時
間　

①
週
５
日
、
月
曜
～

金
曜
日
午
前
７
時
～　

時
ま
た
は

１１

午
後
３
時　

分
～
７
時
の
間
で
、

３０

１
日
１
・
５
～
３
時
間
勤
務
、
週

　

時
間
程
度
（
必
要
に
応
じ
土
曜

１５日
の
勤
務
あ
り
）
②
土
曜
日
午
前

８
時　

分
～　

時　

分
ま
た
は
午

１５

１２

１５

前
８
時　

分
～　

時　

分

３０

１２

３０

報　

酬　

時
給
千　

円
２００

※　

別
途
通
勤
に
要
す
る
経
費
を

条
件
に
よ
り
支
給
し
ま
す
。

応
募
要
件　
　

歳
定
年
制
の
た

６５

め
、
昭
和　

年
４
月
２
日
以
降
に

２６

生
ま
れ
た
方　

※　

国
籍
は
問
い
ま
せ
ん
。

募
集
人
数　

若
干
名

面
接
試
験
日　

７
月　

日
（
金
）

１５

採
用
予
定
日　

８
月
１
日
（
月
）

非
常
勤
嘱
託
職
員
募
集

要
項
（
申
込
書
）
配
布
・
応
募
受

付　

７
月　

日
（
月
）
ま
で
の
午

１１

前
８
時　

分
～
正
午
、
午
後
１
時

３０

～
５
時
（
土
曜
・
日
曜
日
を
除

く
）
に
職
員
課
（
市
役
所
本
庁
舎

１
階
）
で
。
郵
送
に
よ
る
応
募

（　

日
必
着
）も
受
け
付
け
ま
す
。

１０
※　

要
項
は
、
配
布
期
間
中
に
限

り
、
市
役
所
第
二
庁
舎
１
階
受

付
で
も
配
布
す
る
ほ
か
、
市
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー

ド
で
き
ま
す
。

問
合
先　

職
員
課
人
事
研
修
係

（
〒　

儿
８
５
０
４
住
所
不
要
☎

１８４

　

儿　

儿
９
８
０
８
）

０４２

３８７

 
職　

種　

保
育
士

勤
務
時
間　

午
前
７
時
～
午
後
７

時
の
間
で
１
日
７
時
間　

分
４５

※　

ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
り
土

平
成　

年
度

２８

任
期
付
職
員
募
集

務
内
容
に
よ
っ
て
異
な
り
ま
す
。

▽
勤
務
時
間
・
曜
日
は
相
談
に
応

じ
ま
す
。

問
合
先　

職
員
課
人
事
研
修
係

（
☎　

儿　

儿
９
８
０
８
）

０４２

３８７

賃金（時給）資格等要件主な勤務時間主な職種

９１０円−午前９時〜午後４時
３０分一般事務

１,０５０円保育士証の交付を受けている方午前８時３０分
〜午後５時保育士

１,０００円
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準
に定める要件を満たす方（保育士、幼稚園
教諭、学校教諭等）

午前１１時〜午後７時
の間で６時間程度

学童保育
指導員

曜
日
の
勤
務
あ
り
。

資
格
等
要
件　

保
育
士
証
の
交
付

を
受
け
て
い
る
方

※　

国
籍
は
問
い
ま
せ
ん
。

採
用
予
定
人
数　

３
人
程
度

面
接
試
験
日　

７
月　

日
（
金
）

１５

採
用
予
定
日　

８
月
６
日
（
土
）

要
項
（
申
込
書
）
配
布
・
応
募
受

付　

７
月　

日
（
月
）
ま
で
の
午

１１

前
８
時　

分
～
正
午
、
午
後
１
時

３０

～
５
時
（
土
曜
・
日
曜
日
を
除

く
）
に
職
員
課
（
市
役
所
本
庁
舎

１
階
）
で
。
郵
送
に
よ
る
応
募

（　

日
必
着
）も
受
け
付
け
ま
す
。

１０
※　

要
項
は
、
配
布
期
間
中
に
限

り
、
市
役
所
第
二
庁
舎
１
階
受

付
で
も
配
布
す
る
ほ
か
、
市
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー

ド
で
き
ま
す
。

問
合
先　

職
員
課
人
事
研
修
係

（
〒　

儿
８
５
０
４
住
所
不
要
☎

１８４

　

儿　

儿
９
８
０
８
）

０４２

３８７

平平
成成　

年年
度度

２２８８

国
民
年
金
保
険

国
民
年
金
保
険
料料


